
「推進区域（仮称）」の設定について

香川県健康福祉部医務国保課

令和６年６月10日
資 料
１東部構想区域地域

医療構想調整会議



推進区域（仮称）・モデル推進区域（仮称）設定の経緯
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厚生労働省資料



本県における推進区域（仮称）の設定案

厚生労働省の示す設定基準は、以下のとおり。

① データの特性だけでは説明できない合計病床数の必要量とＲ７年見込みの差異が特に生じている区域

② データの特性だけでは説明できない機能別病床数の必要量とＲ７年見込みの差異が特に生じている区域

➡構想作成時からは進捗しているものの、現状の乖離率は「東部構想区域」が最も大きい状況（３ページ参照）

③ 令和５年９月末調査において再検証対象医療機関における対応状況として検証中又は検証未開始の医療機関がある

区域 ➡該当なし（すべて検証済）

④ その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考えられる区域

推進区域（仮称）について ※各都道府県必ず１箇所は選定

○ 「推進区域（仮称）」については、上記厚生労働省の基準に照らして、現状と必要病床数との乖離が、他区域より

相対的に大きい「東部構想区域」を候補としたい。

※「モデル推進区域（仮称）」については、厚生労働省において、「推進区域（仮称）」の中から全国で10～20か所

程度設定される予定。

○ 「推進区域（仮称）」の設定後は「推進区域対応方針」を策定し、具体的対応方針の検討を行うこととされている。

県としては、今後も、地域医療構想は強制的に必要病床数に合わせて病床削減を進めるものではないという考え方

のもと、地域医療構想調整会議における議論も踏まえながら、回復期への病床機能の転換等に対する財政支援や、病

床機能報告結果、入院患者実績調査結果等の情報提供を通して、医療機関の自主的な取組への支援を続けていく方針

である。

本県における設定（案）
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各構想区域の状況
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○ 各構想区域の、令和５年度病床機能報告におけるＲ７見込み（暫定値）と必要病床数の状況は、以下のとおり。

病床数全体では、東部・西部構想区域で過剰であり、機能別では、いずれの区域も、急性期・慢性期機能が過剰、

回復期機能は不足する状況であるが、それぞれの乖離は東部構想区域が最も大きい。

※ 令和５年度入院患者実績調査結果（暫定値）では、病床機能報告による見込み数と比べ、より必要病床数に近い

実態が伺えるが、特に回復期機能において、東部構想区域の乖離は他区域より大きい結果となっている。

東部構想区域 小豆構想区域 西部構想区域

R7予定病床数
（暫定）

R5入院患者実績
調査（暫定）

R7必要病床数 R7予定病床数
（暫定）

R5入院患者実績
調査（暫定）

R7必要病床数 R7予定病床数
（暫定）

R5入院患者実績
調査（暫定）

R7必要病床数



（参考）推進区域（仮称）設定の考え方
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（参考）モデル推進区域（仮称）設定の考え方・伴走支援
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（参考）推進区域（仮称）に係る今後の対応
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